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岡
山
県
監
査
公
表
第
七
号

◎
地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り

監

（
）

、

査
の
結
果
に
基
づ
き

措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ

た
の
で

同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

次
の

っ

、

、

、

。

と
お
り
公
表
す
る

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

岡
山
県
監
査
委
員

加

藤

浩

久

岡
山
県
監
査
委
員

増

川

英

一

岡
山
県
監
査
委
員

與

田

統

充

岡
山
県
監
査
委
員

佐

藤

由

美

子

１
監
査
の
結
果

監
査

対
象

機
関

監
査
実
施
年
月
日

監
査
結
果
公
表
年
月
日

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
私
学
振
興
財

平
成
2
7
年
１
月
2
6
日

平
成
2
7
年
３
月
2
4
日

団監
査
の
結
果
（
指
摘
事
項
）

奨
学
金
の
未
償
還
金
が
，
平
成
2
5
年
度
末
現
在
1
2
5
,
3
2
8
,
5
1
8
円
と
な
っ
て
お
り
，
年
々

増
加
し
て
い
る
。
未
償
還
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
と
と
も
に
，
新
た
な
未
償
還
金
の
発
生

防
止
に
努
め
る
こ
と
。

措
置
の
状
況

滞
納
額
が
年
々
増
加
す
る
中
，
今
後
と
も
，
学
校
か
ら
の
督
促
，
当
財
団
に
よ
る
特
定
郵

便
及
び
内
容
証
明
郵
便
に
よ
る
催
告
（
訪
問
督
促
を
含
む
）
を
強
化
す
る
と
と
も
に
，
法

。

，
。

的
措
置
で
あ
る
裁
判
所
へ
の
支
払
督
促
の
申
立
等
を
効
果
的
積
極
的
に
行
う
方
針
で
あ
る

ま
た
,
新
た
な
未
償
還
金
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
，
奨
学
生
採
用
決
定
の
厳
正
審
査
は

も
と
よ
り
，
卒
業
時
に
手
引
き
を
配
布
し
返
還
に
つ
い
て
の
注
意
喚
起
を
行
う
ほ
か
，
新
規

返
還
者
へ
の
支
払
準
備
通
知
，
約
定
日
経
過
後
に
速
や
か
に
文
書
，
電
話
に
よ
る
督
促
を
行

う
な
ど
償
還
金
の
回
収
に
努
め
る
。

，
，

，
な
お
平
成
2
5
年
度
か
ら
当
財
団
で
は
延
滞
債
権
の
回
収
が
困
難
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

専
門
知
識
と
能
力
を
有
す
る
債
権
回
収
会
社
に
回
収
を
業
務
委
託
し
て
い
る
が
，
さ
ら
に
平

成
2
6
年
1
2
月
よ
り
他
の
回
収
会
社
に
対
し
て
業
務
委
託
を
行
い
当
該
債
権
の
な
お
一
層
の
回

，
。

収
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
今
後
も
引
き
続
き
業
務
委
託
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

井
原
鉄
道
株
式
会
社

平
成
2
7
年
１
月
2
3
日

平
成
2
7
年
３
月
2
4
日
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監
査
の
結
果
（
指
摘
事
項
）

銀
行
印
の
不
正
使
用
等
を
行
っ
た
元
経
理
担
当
職
員
の
横
領
行
為
に
よ
り
，
多
額
の
被
害

に
あ
っ
た
も
の
。
是
正
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
内
部
チ
ェ
ッ
ク
機
能
や
監
事
の
監
査
機

能
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

措
置
の
状
況

１
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
体
制
の
整
備

(
1
)
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
程
の
整
備

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
基
本
方
針
に
沿
っ
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
程
を
制
定
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
新
た
に
制
定
し
，
こ
れ
を
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
，
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
と
社
会
的
信
用
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

(
2
)
内
部
通
報
制
度
の
創
設

業
務
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
，
内
部
通
報
制
度
を
創
設
し
，
法
令
違
反
行
為
等

の
未
然
防
止
及
び
早
期
発
見
に
努
め
て
い
る
。

(
3
)
経
理
部
門
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化

経
理
部
門
で
発
生
し
た
不
正
行
為
を
二
度
と
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
，
経
理
規
定
を
改

定
す
る
と
と
も
に
経
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
て
，
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
た
。
ま

た
経
理
担
当
者
は
２
名
以
上
と
し
，
原
則
と
し
て
任
期
は
３
年
と
し
て
再
発
防
止
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

２
監
査
体
制
の
整
備

(
1
)
内
部
監
査

事
務
系
職
員
が
少
な
い
た
め
，
こ
れ
ま
で
内
部
監
査
が
疎
か
に
な
っ
て
い
た
が
，
平

成
2
6
年
３
月
か
ら
監
査
法
人
へ
の
勤
務
経
験
を
持
つ
人
材
を
派
遣
社
員
と
し
て
受
け
入

れ
，
適
正
な
内
部
監
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
，
経
理
担
当
者
の
育
成
を
図
る
。

(
2
)
監
査
法
人
に
よ
る
外
部
監
査

こ
れ
ま
で
の
監
査
手
法
を
不
正
防
止
の
観
点
か
ら
見
直
す
と
と
も
に
，
法
定
監
査
に

加
え
て
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
実
施
し
て
い
る
。

(
3
)
専
門
的
知
識
を
有
す
る
監
査
役
の
選
任

専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
を
社
外
監
査
役
に
迎
え
，
内
部
監
査
及
び
外
部
監
査
の
実

施
状
況
並
び
に
取
締
役
の
職
務
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
検
証
し
て
も
ら
い
，
助
言
や
指

導
を
受
け
て
い
る
。
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３
経
営
体
制
の
整
備

(
1
)
代
表
取
締
役
社
長
の
民
間
か
ら
の
登
用

経
営
体
制
や
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
強
化
す
る
た
め
に
は
，
経
営
方
針
に
沿
っ
た
業

務
の
推
進
を
社
長
自
ら
が
現
場
に
お
い
て
直
接
指
揮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
，
経
営
感
覚
と
統
率
力
に
優
れ
た
人
材
を
民
間
か
ら
登
用
し
た
。

(
2
)
取
締
役
会
の
活
性
化

重
要
な
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ま
で
自
治
体
の
首
長

や
地
元
主
要
企
業
の
役
員
に
取
締
役
に
就
任
し
て
も
ら
っ
て
い
る
た
め
，
公
務
等
が
重

な
り
欠
席
者
の
目
立
つ
状
況
が
続
い
て
い
た
。
こ
の
た
め
各
取
締
役
の
出
身
母
体
の
協

力
を
得
て
，
今
後
は
出
席
可
能
な
人
に
よ
る
構
成
に
改
め
，
実
務
的
な
議
論
を
機
動
的

に
行
え
る
体
制
へ
変
更
し
た
。

(
3
)
取
締
役
会
へ
の
諮
問
機
関
の
設
置

各
自
治
体
の
首
長
に
，
今
後
も
引
き
続
き
当
社
と
の
関
わ
り
を
保
ち
，
有
用
な
役
割

を
果
た
し
て
も
ら
う
た
め
，
取
締
役
会
に
自
治
体
首
長
で
構
成
す
る
諮
問
機
関
（
経
営

）
，

。
諮
問
委
員
会
を
設
置
し
重
要
事
項
に
関
し
て
提
言
や
助
言
を
求
め
る
こ
と
と
し
た

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
牛
窓
海
洋
ス

平
成
2
7
年
１
月
2
2
日

平
成
2
7
年
３
月
2
4
日

ポ
ー
ツ
振
興
会

監
査
の
結
果
（
指
摘
事
項
）

利
用
料
金
収
入
の
滞
納
額
を
未
収
金
と
し
て
計
上
せ
ず
,
簿
外
処
理
し
て
い
た
も
の
。
是

正
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
，
内
部
チ
ェ
ッ
ク
機
能
や
監
事
の
監
査
機
能
の
強
化
を
図
る
こ

と
。

措
置
の
状
況

利
用
料
金
収
入
に
係
る
滞
納
額
に
つ
い
て
は
，
貸
借
対
照
表
上
，
流
動
資
産
の
う
ち
未
収

金
と
し
て
計
上
し
，
滞
納
先
毎
の
滞
納
整
理
台
帳
も
整
備
し
た
。

監
査
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
は
，
職
員
複
数
名
に
よ
る
内
部
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
を
徹

底
し
た
。

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
育
英
会

平
成
2
7
年
１
月
2
6
日

平
成
2
7
年
３
月
2
4
日

監
査
の
結
果
（
指
摘
事
項
）

奨
学
金
の
未
収
償
還
額
が
，
平
成
2
5
年
度
末
現
在
1
4
0
,
3
8
7
,
8
5
5
円
と
な
っ
て
お
り
，
年

々
増
加
し
て
い
る
。
未
収
償
還
額
の
回
収
に
一
層
努
め
る
と
と
も
に
，
新
た
な
未
償
還
金
の

発
生
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

措
置
の
状
況
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文
書
・
電
話
・
訪
問
に
よ
る
督
促
を
本
人
や
連
帯
保
証
人
へ
引
き
続
き
繰
り
返
し
行
い
，

未
償
還
金
の
解
消
に
努
め
る
。

，
，

新
た
な
未
償
還
金
の
発
生
防
止
の
た
め
貸
与
段
階
か
ら
返
還
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に

状
況
に
応
じ
て
分
納
を
推
奨
す
る
等
の
返
還
し
や
す
い
対
応
を
行
う
。
長
期
滞
納
者
に
対
し

て
は
，
法
的
措
置
を
行
い
，
一
層
の
回
収
強
化
を
図
る
。
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